
事業者各位

（免税事業所）

　新年度を迎えるにあたり、各事業場におかれましては、教育計画をお立てになるなど、労働災害防止に

努められていることと存じます。労働者を新しく雇入れた場合などには、労働安全衛生法第59条及び労働

安全衛生規則35条で、雇入れ時の教育実施が義務付けられております。

とされる方々に、ぜひご受講いただきたくご案内申し上げます。

1. 日   時 令和８年４月７日（火）１０：００～１６：００

2. 場   所 入間市産業文化センター　2Ｆ　第二集会室A・B
入間市向陽台1-1-7　TEL04-2964-8377

3. 定   員 ６０名（定員に達し次第、締切となります。）

4. 教育科目及び時間　
● 職場の安全・・・・・2時間
● 職場の衛生・・・・・2時間
● 関係法令・・・・・・・1時間

5. 受講料　 受講料　会員９,９００円【受講料9,000円（テキスト代含む）　消費税10% 900円】　
 非会員１１,０００円【受講料10,000円（テキスト代含む）　消費税10% 1,000円】
＊既納の受講料は、欠席の場合でもお返しいたしません。

6. 申込方法　

①当協会ホームページ講習会・行事のご案内から新入者安全衛生教育の受付中をクリックし、
　必要事項を入力、送信してください。
*受講料の請求書または領収証が必要な場合は、☎04-2922-8382までご連絡ください。
②送信後、受講料を下記口座へお振込ください。振込手数料はご負担ください。

振込先：埼玉りそな銀行　新所沢支店　普通１４４８７１８
名義：一般社団法人　所沢地区労働基準協会

＊銀行発行の振込金受取書（振込明細書）をもって、領収書に代えさせていただきます。
受講料入金確認後、ご担当者様のメールアドレスに受講票をPDF形式でお送りいたしますので、
受講者の方へお渡しの上、講習当日ご持参ください。
申込手続き期限　令和８年３月２５日（水）

＊事務処理上、講習当日の申込は受け付けません。

7. 修了証
講習の受講修了者には、修了証を交付いたします。

8. その他
(1)テキストは講習当日にお渡しいたします。
(2)講習中はマスクの着用をお願いいたします。

新入者安全衛生教育開催のご案内

　このたび、この教育を下記のとおり実施することといたしましたので、貴事業場において当該教育を必要

令和８年２月

一般社団法人所沢地区労働基準協会

記



(3)４月中は入間市産業文化センターの地下駐車場が利用出来ない日があります。
以上


